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事業報告 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）

1. 当社グループの現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度の当社グループ（当社お
よび連結子会社）の業績は、主力とするビ
ルサッシを中心とした建材事業分野におい
ては、ビルサッシ事業全体の物件数は減少
傾向にある中、大型都市開発などは増加傾
向にあります。コスト面では、依然として
続く建設資材の高騰や地金価格の高止まり
の影響を受けております。また、労働人口
の減少に関連した工期変更などの影響もあ
り事業環境の改善は見通せない状況が続い
ております。形材外販事業分野において
は、加工品を中心に安定した収益基盤の構
築に向けて引き続き歩みを進めております
が、物量の減少など一部で懸念材料も見ら
れます。一方、環境事業においては堅調に
推移いたしました。このような事業環境の
下、全体としては減収となりましたがコス
ト上昇等の影響を吸収し増益を実現いたし
ました。
この結果、売上高１，０１４億７千万円

（前年同期は１，０４７億５千４百万円）、
営業利益２７億７千８百万円（前年同期は
営業利益２４億７千５百万円）、経常利益
２７億９千６百万円（前年同期は経常利益
２７億４千２百万円）、親会社株主に帰属

する当期純利益２０億３千２百万円（前年
同期は親会社株主に帰属する当期純利益２
２億２千５百万円）となりました。

〔建材事業〕
建材事業においては、ビル新築事業の工

期変更の影響を受け、売上高は７１６億３
千９百万円（前年同期は７５３億６千５百
万円）と減収になりましたが、リニューア
ル事業が堅調に推移したことに加え、高付
加価値活動の徹底やコストダウン活動など
の収益改善施策に注力した結果、セグメン
ト利益は３７億５千２百万円（前年同期は
セグメント利益３４億５千５百万円）と増
益になりました。

〔形材外販事業〕
形材外販事業においては、形材事業およ

び収益性の高い加工品事業の物量が減少し
たことなどに加え、原材料価格およびエネ
ルギー価格の上昇などの影響を受け、売上
高は２２５億２千２百万円（前年同期は２
３２億５千４百万円）、セグメント利益は
２億６千２百万円（前年同期はセグメント
利益３億６千６百万円）と減収減益になり
ました。

（単位：百万円）
事 業 別 売 上 高 (前年同期) セグメント利益 (前年同期)

建 材 事 業 71,639 (75,365) 3,752 (3,455)
形 材 外 販 事 業 22,522 (23,254) 262 (366)
環 境 事 業 3,323 (2,744) 285 (161)
物 流 事 業 3,318 (3,086) 395 (402)
そ の 他 666 (303) 369 (182)

(注）その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産等を含んでおります。
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〔環境事業〕
環境事業においては、プラント部門は一

部において工期変更が見られたものの、新
規プラント工事・メンテナンス工事で好調
に推移したことに加え、薬剤部門が堅調に
推移した結果、売上高は３３億２千３百万
円（前年同期は２７億４千４百万円）、セ
グメント利益は２億８千５百万円（前年同
期はセグメント利益１億６千１百万円）と
増収増益になりました。

〔物流事業〕
物流事業においては、営業倉庫の活用に

よる取引拡大などが増収に繋がり、売上高
は３３億１千８百万円（前年同期は３０億
８千６百万円）となったものの、上昇が続
く燃料費や傭車費に対し、配車効率化や積
載率向上などの施策がコスト抑制効果を発
揮し、セグメント利益は３億９千５百万円
（前年同期はセグメント利益４億２百万円）
と微減に収まりました。

〔その他〕
その他事業には、不動産等があります

が、売上高は６億６千６百万円(前年同期
は３億３百万円)、セグメント利益は３億
６千９百万円(前年同期はセグメント利益
１億８千２百万円)となりました。

当社は、株主の皆様への利益還元を経営
の最重要課題の一つと位置づけ、安定的な
配当を基本におくとともに、業績を勘案し
つつ株主の皆様への利益還元を図っており
ます。

この方針に基づき検討いたしました結
果、当期の業績に応じた利益還元を勘案
し、今期の配当につきましては、１株当た
り３０円とさせていただく予定です。

(2) 対処すべき課題
米国とイランによる軍事衝突とそれに伴

うホルムズ海峡の海上封鎖、円安の進行、
エネルギー価格の高騰など様々な要因が顕
著となっており、日本経済の不透明感がよ
り一層増してきております。
国内の建設市場におきましては、依然と

して続く諸資材価格の高騰に加え石油化学
製品を原料とする建材不足などに伴う建築
計画の見直し、労働人口の減少に伴う工期
の延長など、厳しい事業環境が続くものと
見込まれております。
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このような激動の環境下において、次の
１００年を生き抜くために創業１００年に
向け、「中期経営計画 〜２０３０年度／
創業１００年に向けた再構築〜 (ＦＹ２
５‐２７)」を策定し、収益面・経営面の
双方で確固たる基盤を構築し、誰もが安
定・安心できる企業グループを目指し、以
下の事業別戦略を推進しております。

〔建材事業〕
業務プロセスをイチから見直し、重要な

業務の徹底や業務の効率化等、徹底した合
理化を進め基幹事業の高収益性化を目指し
ます。

〔形材外販事業〕
加工品の売上拡大に注力し、高付加価値

事業としての拡大を推進します。
あわせて、医療用マグネシウム合金の実

用化への研究開発を進めます。
アルミニウムの特性と不二ライトメタル

の加工技術をいかし、加工品の売上を拡大
します。

〔物流事業〕
当社製品等の運送・倉庫管理を行ってい

ます。今後は、既存アセットの活用・強化
を進めることで総合物流企業への転換を図
ります。

〔環境事業〕
都市ごみ焼却飛灰処理事業、リサイク

ル・粗大ごみ処理事業、薬剤事業を行って
います。今後は、継続的人材育成に努め、
新規顧客の開拓、価格の見直しに取組みま
す。

〔経営基盤〕
不二サッシグループは、２０３０年に迎
える創業１００周年を越えて持続的に成長
する未来像に向けて、サステナビリティビ
ジョン２０５０を策定しました。このうち
カーボンニュートラルに向けた排出削減目
標についてはSBT認定を取得済みです。
本ビジョンを指針として持続可能性向上

に資する事業を展開し、経営基盤の強化に
つなげます。
また、２０５０年脱炭素に向けた定量目

標およびロードマップを策定し、長期的思
考が必要となる、設備の低炭素化、太陽光
発電量の拡大や低炭素アルミ製品の強化か
ら取り組みをはじめ、社会課題対応を推進
力として価値創造を進めています。
これらの諸施策に取り組み、株主の皆様

をはじめ、全てのステークホルダーの皆様
に選ばれる企業となるべく事業を展開して
まいります。
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当社グループは、中期経営計画最終年度
である２０２７年度においては、以下の計
数を計画しております。

２０２７年度（計数計画）

売 上 高 １，１００億円

営 業 利 益 ３３億円

営 業 利 益 率 ３．０％

純 資 産 ２７０億円程度

Ｒ Ｏ Ｅ ８．０％以上

※ 詳細については、当社ホームページ
(https://www,fujisash.co.jp/)ＩＲ情報をご
参照願います。

下請代金支払遅延防止法に基づく公正取引委
員会からの勧告について
2025年7月24日、当社は公正取引委員会

から下請代金支払遅延防止法（現：中小受
託取引適正化法 以下、「下請法」）に基づ
く勧告を受けました。
当社は、当社製品を構成する部品の一部

（以下、「本件部品」）について、その製造
を下請法の適用対象となるお取引先様（以
下、「対象事業者様」）に委託しております
が、納入品受入れ時において、受入検査の
一部を行っていないにもかかわらず、その
納入品に瑕疵があることを理由に、本件部
品を引き取らせ、その送料を負担させてい
ました。
また引き取りにあたって瑕疵がある部品

と合わせて納入された、同仕様の本件部品
について、無償で仕分け作業をさせていま
した。当社が所有する金型(以下、本金型
等)を一部の対象事業者様へ貸与しておりま
すが、本金型等を用いて製造する本件部品
の発注を長期間行わないにもかかわらず、
対象事業者様に対して、本金型等を無償で
保管させていました。
これら行為が、下請法の規定に違反する

と判断されたものです。
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当社は、本勧告を厳粛に受け止め、今
後の取引において下請法に違反する行為
が発生することのないよう、本件につい
て役員および従業員に周知徹底するな
ど、本勧告において求められた措置を速
やかに実行するとともに、コンプライア
ンスの一層の強化と再発防止に努めてま
いります。

(3) 設備投資の状況
当社グループでは、生産部門および物

流事業の設備投資等により、６２億９千
万円の設備投資を実施いたしました。
当社においては、本社ビル建設などを

中心に４８億８千５百万円、不二ライト
メタル㈱においては、押出設備を中心に
１０億９百万円の設備投資を実施いたし
ました。

(4) 資金調達の状況
㈱りそな銀行と総額９５億円のコミッ

トメントライン契約を締結しており、う
ち当連結会計年度末における借入実行残
高は４０億円となっております。

(5) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の
状況
該当する事項はございません。
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(6) 財産および損益の状況の推移

区 分
2022年度
第 42 期

2023年度
第 43 期

2024年度
第 44 期

2025年度
第 45 期

(当連結会計年度)

(自2022年４月１日
至2023年３月31日) (自2023年４月１日

至2024年３月31日) (自2024年４月１日
至2025年３月31日) (自2025年４月１日

至2026年３月31日)
売 上 高 (百万円) 101,700 101,260 104,754 101,470
経 常 利 益 (百万円) 960 2,186 2,742 2,796
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 338 1,714 2,225 2,032
１株当たり当期純利益 (円) 2.68 13.58 ※ 176.43 161.65
総 資 産 (百万円) 87,249 89,408 84,286 86,185
純 資 産 (百万円) 18,630 20,953 23,591 25,769
（※）１株当たり当期純利益は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」を適用して算出しております。なお、当社では2024年10

月1日付で株式併合（10株を１株）を行っております。
≪2022年度(第42期)≫
建材事業においては、ビル建材事業の期内売上工事
の増加がありましたが、地金・諸資材価格の高騰の
影響を吸収しきれず、増収減益となりました。
形材外販事業においては、アルミ地金市場に連動し
た販売単価上昇が着実に進みましたが不安定な諸資
材価格の影響が大きく、販売物量も低下したことか
ら、引き続き損失を計上しました。
環境事業においては、プラント事業における半導体
不足等による商材の納期遅延等による工期変更や、
薬剤販売事業における原材料価格高騰の影響等によ
り、減収減益となりました。
物流事業においては、一般物流の物量の増加および
保管事業の強化がありましたが、燃料費等の輸送コ
スト高騰の影響や荷動きの低迷を受け増収減益とな
りました。
≪2023年度(第43期)≫
建材事業においては、建設資材の高騰や工期変更の
影響など受けましたが、営業強化による利益率の良
化などにより、減収増益となりました。
形材外販事業においては、物量減少の影響を受けま
したが、一般形材の納期遵守など顧客対応力強化お
よび不採算取引の改善や外注費の低減に努めた結果、
増収となり、４期ぶりに黒字化いたしました。

環境事業においては、薬剤販売部門の販売価格は上
昇したものの、仕入れ原価の高騰や新規プラント工
事の減少により、増収減益となりました。
物流事業においては、輸出作業の受注拡大および保
管事業の強化をしましたが、輸送コストの高騰の影
響を受け、増収減益となりました。
≪2024年度(第44期)≫
建材事業においては、堅調に推移した受注状況の下、
ビル新築事業、リニューアル事業などが牽引した結
果、増収増益となりました。
形材外販事業においては、収益性の高い加工品の販
売が拡大したことなどにより、増収増益となりまし
た。
環境事業においては、プラント部門の基幹改良工事
を中心とした新規プラント工事が好調に推移したこ
となどにより、増収増益となりました。
物流事業においては、営業倉庫の活用による取引拡
大に加え、傘下に加わった企業の業績が寄与したこ
となどにより、増収増益となりました。
≪2025年度(第45期)≫
前記「（1）事業の経過およびその成果」に記載のと
おりであります。
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(7) 主要な事業内容 （2026年3月31日現在）
① サッシその他の建築材料の製造・販売・施工
② 各種アルミニウム製品の製造・販売・施工
③ 環境保全用機器・設備の製造・販売・施工
④ 取替サッシ、ビル外壁改装の製造・販売・施工

(8) 主要な事業所 （2026年3月31日現在）

会 社 名 事 業 所 名 所 在 地 会 社 名 事 業 所 名 所 在 地
不 二 サ ッ シ ㈱ 本 社 神奈川県川崎市 関西不二サッシ㈱ 本 社 大 阪 府 高 槻 市

営 業 本 部 東 京 都 品 川 区 日海不二サッシ㈱ 本 社 石 川 県 金 沢 市
関 東 支 店 埼玉県さいたま市 不二サッシリニューアル㈱ 本 社 東 京 都 港 区
東 京 支 店 東 京 都 品 川 区 不 二 倉 業 ㈱ 本 社 東 京 都 品 川 区
横 浜 支 店 神奈川県横浜市 協 同 建 工 ㈱ 本 社 神奈川県大和市
名古屋支店 愛知県名古屋市 日 本 防 水 工 業 ㈱ 本 社 東 京 都 練 馬 区
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 北海道不二サッシ㈱ 本 社 北 海 道 札 幌 市
中四国支店 広 島 県 広 島 市 ㈱不二サッシ東北 本 社 宮 城 県 仙 台 市

シンガポール支店 シ ン ガ ポ ー ル ㈱不二サッシ関東 本 社 東 京 都 文 京 区

千 葉 工 場 千 葉 県 市 原 市 ㈱不二サッシ東海 本 社 愛 知 県 稲 沢 市
大 阪 工 場 大 阪 府 高 槻 市 ㈱不二サッシ関西 本 社 大 阪 府 吹 田 市

不二ライトメタル㈱ 本 社 熊 本 県 玉 名 郡 ㈱不二サッシ中四国 本 社 広 島 県 福 山 市
東資材生産部 千 葉 県 市 原 市 ㈱不二サッシ九州 本 社 福 岡 県 福 岡 市
東 京 支 店 東 京 都 品 川 区 奈良不二サッシ㈱ 本 社 奈 良 県 奈 良 市
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市
九 州 支 店 熊 本 県 玉 名 郡
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(9) 重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況 （2026年3月31日現在）

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

不二ライトメタル㈱ 100 100.0 各種アルミニウムその他の金属製品の設
計・製造・販売・施工

関 西 不 二 サ ッ シ ㈱ 100 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
日 海 不 二 サ ッ シ ㈱ 100 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
不二サッシリニューアル㈱ 100 100.0 取 替 サ ッ シ、 ビ ル 外 壁 改 装 ・ 販 売
不 二 倉 業 ㈱ 400 100.0 貨物自動車運送業、倉庫業
協 同 建 工 ㈱ 100 100.0 建築工事ならびに内装工事の請負および施工
日 本 防 水 工 業 ㈱ 100 100.0 防水工事、外壁改修工事、塗装改修工事
北海道不二サッシ㈱ 77 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
㈱ 不 二 サ ッ シ 東 北 100 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
㈱ 不 二 サ ッ シ 関 東 100 100.0 サッシその他の金属製建具の販売・施工
㈱ 不 二 サ ッ シ 東 海 50 100.0 サッシその他の金属製建具の販売
㈱ 不 二 サ ッ シ 関 西 50 100.0 サッシその他の金属製建具の販売
㈱不二サッシ中四国 100 100.0 サッシその他の金属製建具の販売・施工
㈱ 不 二 サ ッ シ 九 州 250 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
奈 良 不 二 サ ッ シ ㈱ 40 100.0 サッシその他の金属製建具の販売
（注）協同建工㈱は、2025年6月5日をもって50百万円増資し、資本金は100百万円となりました。

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当する事項はございません。
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(10) 従業員の状況 （2026年3月31日現在）
事業の種類別セグメント名 従業員数 前期末比増減

建 材 事 業 1,924 名 −47 名
形 材 外 販 事 業 648 −25
環 境 事 業 49 +1
物 流 事 業 95 −12
そ の 他 29 −1
全 社 ( 共 通 ) 69 +9

合 計 2,814 −75
（注）1．その他は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

2．全社（共通）として記載されている従業員は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであ
ります。

(11) 主要な借入先 （2026年3月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株式会社 り そ な 銀 行 ４,０００

（注）上記金額には、㈱りそな銀行との総額95億円のコミットメントライン契約に基づく、借入実行残高40億円が含まれ
ております。
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2. 株式に関する事項（2026年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 15,700,000株
(2) 発行済株式の総数 12,626,782株（うち、自己株式の数25,890株）

(3) 株 主 数 16,547名
(4) 大株主（上位１０名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

文化シヤッター株式会社 2,962,621 23.51
大栄不動産株式会社 534,940 4.25
中島和信 328,300 2.61
大和証券株式会社 199,270 1.58
不二サッシ社員持株会 186,276 1.48
株式会社りそな銀行 185,745 1.47

千々石寛 177,540 1.41
大日メタックス株式会社 153,000 1.21
三井物産メタルズ株式会社 147,400 1.17

株式会社埼玉りそな銀行 143,840 1.14
（注）1.持株比率は、自己株式(25,890株)を控除して計算しております。
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(５) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当社において導入している、職務執行の対価として会社役員に株式を交付する株式報酬制度
の内容は、以下のとおりであります。
当社は、2025年6月27日開催の当社第44期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいた

だき、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）を対象に、
新たに株式報酬制度（信託制度を利用した株式報酬（株式交付信託））を導入いたしました。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変

動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の
増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」といいます。）

が当社株式を取得し、当社が対象取締役に役位等に応じて付与するポイントの数に相当する
数の当社株式が本信託を通じて対象取締役に対して交付される、という株式報酬制度であり
ます。本制度の対象期間（2025年6月27日開催の当社第44期定時株主総会終結日の時から2028
年6月の当社定時株主総会終結の時までの約3年間）中に、本制度に基づき当社株式を取締役
に交付するために必要な当社株式の取得資金として、当社が本信託に拠出する金銭は、合計
金102百万円を上限としております。当社が対象取締役に付与するポイントの総数は、１事業
年度あたり20, 600ポイントを上限（１ポイントは当社株式１株とします。）とし、対象取締役
が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。

＜対象取締役に交付した当社株式の区分別合計＞
当事業年度中に交付した当社株式はありません。

3. 新株予約権等に関する事項（2026年３月31日現在）
該当する事項はございません。
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4. 役員に関する事項（2026年３月31日現在）
(1) 当社の取締役および監査役

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 江 崎 裕 之 社長執行役員

代 表 取 締 役 宮 﨑 恒 史 専務執行役員、監査部担当、管理本部所管

取 締 役 新 野 伸 宏 執行役員、管理本部長

取 締 役 石 井 浩 執行役員、生産本部長、環境安全部担当

取 締 役 土 井 和 之 執行役員、技術本部長、品質保証部担当

取 締 役 澤 飯 明 広

取 締 役 濵 﨑 利 香 ㈱かんぽ生命保険執行役、事務サービス推進部担当執行役補
佐、事務サービス推進部長

※1取 締 役 宮 越 極

※2常 勤 監 査 役 菅 原 伸 幸 不二ライトメタル㈱監査役（非常勤）

※1監 査 役 山 㟢 浩 一

※1監 査 役 小根山 祐 二 弁護士（ＭＯＳ合同法律事務所）

※1. 2025年6月27日開催の第44期定時株主総会において新たに選任された取締役および監査役であります。
※2．常勤監査役の菅原伸幸氏は2026年3月31日をもって退任いたしました。

（注）1．取締役のうち澤飯明広、濵﨑利香および宮越極の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で
あります。なお、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出ております。

2．監査役のうち山㟢浩一、小根山祐二の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており
ます。

3．当期中の退任取締役は次のとおりであります。
地位 氏 名 退任時の担当および重要な兼職の状況 退 任 日

取 締 役 緒 方 右 武 大栄不動産㈱社外取締役、鈴江コーポレ
ーション㈱社外取締役 2025年 6月 27日

4．当期中の退任監査役は次のとおりであります。
地位 氏 名 退任時の担当および重要な兼職の状況 退 任 日

監 査 役 妹 尾 佳 明 弁護士（ＭＯＳ合同法律事務所） 2025年 6月 27日
監 査 役 佐 橋 広 司 新井工業㈱社外監査役 2025年 6月 27日
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5. 決算期後の監査役の担当および重要な兼職の異動は次のとおりであります。
地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況 異 動 年 月 日

常勤監査役 吉 原 和 仁 該当事項なし 2026年 4月 1日

当社経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補者の指名に関しては、定款における員数上限および「常
勤役員年齢上限内規」に基づき、独立社外取締役が参画する「役員人事・報酬協議会」において人事案
を策定し、取締役会における役員選任議案の承認決議を経て、株主総会に上程いたします。
なお、当社取締役および執行役員ならびに監査役候補者の指名方針に関しては、「コーポレートガバナ

ンス基本方針」第５条および第６条に記載のとおりです。
（https://www.fujisash.co.jp/hp/company/governance/）

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第１項に基づき、各社外取締役および各社外監査役との間で責任限定

契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金５百万円または法令の定
める最低責任限度額のいずれか高い額となります。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、損害保険会社と会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、

当該保険契約による被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起
こす損害賠償請求の損害を填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社および子会社のすべての役員等（取締役、

監査役、執行役員）であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担して
おります。
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(4) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等
① 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 対象となる
役員の員数基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取 締 役 167,061千円 129,600千円 30,531千円 6,930千円 9名
（うち社外取締役） 18,000千円 18,000千円 0 − （4名）
監 査 役 25,800千円 25,800千円 0 ー 5名

（うち社外監査役） 10,800千円 10,800千円 0 − （4名）
合 計 192,861千円 155,400千円 30,531千円 6,930千円 14名
（注）1．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2．取締役の報酬限度額は、1990年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額４億５千万円以内（ただし、使用人
分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は25名です。

3．監査役の報酬限度額は、1990年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額８千万円以内と決議いただいており
ます。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は3名です。

4．非金銭報酬の額は、信託制度を利用した株式報酬制度（株式交付信託）の当事業年度の引当金計上額を記載しておりま
す。なお、当該株式報酬制度の内容およびその交付状況は、前記２．株式に関する事項に記載したとおりであります。
本制度の対象となる取締役の員数は、2025年6月27日開催の株主総会で承認された8名の取締役のうち社外取締役を除く
5名となります。また、執行役員を含めた対象となる取締役等の員数は12名であります。

②報酬等の決定に関する方針
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており

ます。取締役および執行役員の報酬に関しては、独立社外取締役が参画する「役員人事・報酬
協議会」において以下の方針に則り、個別役員の報酬額の案を協議のうえ策定し、取締役会に
おいて決定しております。
ａ．基本方針

当社の取締役の報酬等の基本方針については、客観性・透明性を確保し、取締役の業績
向上へのモチベーションおよびコミットメントを高め、業績目標の実現と企業価値の増大
に寄与するために有効に機能する役員報酬制度とし、個々の取締役の報酬の決定に際して
は各職責を踏まえた適正な水準とする。

ｂ．報酬構成
当社の取締役の報酬構成については、月例の固定報酬である役位別基本報酬と、企業業

績に応じて変動する業績連動報酬と個人業績を反映させる個人業績報酬で構成する。社外
取締役の報酬は、その役位と独立性の観点から、役位別基本報酬のみで構成する。また、
役位別基本報酬については、各役員の責任の規模や大きさに応じて設定する役位ごとの設
計とする。
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ｃ．業績連動報酬
当社の取締役の業績連動報酬等については、連結営業利益と連結税引後当期純利益の目

標達成率および前年度増減率により、業績報酬分が変動する設計とする。当社はより高い
経営効率を目指しており、これらの指標としている。
当該指標を選択した理由は、それぞれ事業年度の活動を通じて得られた収益および株式

配当原資となる収益であり、取締役の報酬決定指標としてふさわしいものと判断したため
であります。
業績指標に関する当事業年度の実績は、営業利益は27億7千8百万円（目標値 25億円）

親会社株主に帰属する当期純利益は、20億3千2百万円（目標値 21億5千万円）でした。
ｄ．非金銭報酬

当社の取締役の非金銭報酬は、株式報酬制度による株式交付信託とし、取締役の報酬と
当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスクを株主と共
有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目
的といたしております。なお、当該株式報酬制度の内容およびその交付状況は、前記２．
株式に関する事項に記載したとおりであります。

③報酬内容についての決定方針に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、「役員人事・報酬協議会」が原案につ

いて決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答
申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

(5) 社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係

区 分 氏 名 重要な兼職先 当社との関係

社外取締役 澤 飯 明 広 該当事項なし 該当事項なし

社外取締役 濵 﨑 利 香
㈱かんぽ生命保険執行役
事務サービス推進部担当
執行役補佐、事務サービ
ス推進部長

当社と㈱かんぽ生命保険との間に重要な取引その他の関係は
ありません。

社外取締役 宮 越 極 該当事項なし 該当事項なし
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区 分 氏 名 重要な兼職先 当社との関係

社外監査役 山 㟢 浩 一 該当事項なし 該当事項なし

社外監査役 小根山祐二 弁護士
ＭＯＳ合同法律事務所

当社と小根山弁護士および同事務所との間に重要な取引その
他の関係はありません。

②当事業年度における主な活動
取締役会および監査役会への活動状況等

区 分 氏 名 当社での主な活動状況等

社外取締役 澤 飯 明 広

当事業年度の取締役会に18回中18回出席している他、企業経営に関する豊富
な経験と幅広い知見を活かして、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための助言・提言を行っております。また、当社の役員人事などを審議す
る役員人事・報酬協議会にも出席し、会社の業績等の評価を人事に反映させる
など、経営陣の監督に努めております。

社外取締役 濵 﨑 利 香
当事業年度の取締役会に18回中17回出席している他、人事制度や育成方針な
ど女性の立場から様々な助言・提言を行っております。また、当社の役員人事
などを審議する役員人事・報酬協議会にも出席し、会社の業績等の評価を人事
に反映させるなど、経営陣の監督に努めております。

社外取締役 宮 越 極

就任後の取締役会に13回中13回出席している他、警察庁および大成建設㈱監
査役での経験を活かし、主に法令や定款の遵守に係わる観点から、公正かつ客
観的にご指摘をいただき監督機能を発揮しております。また、当社の役員人事
などを審議する役員人事・報酬協議会にも出席し、会社の業績等の評価を人事
に反映させるなど、経営陣の監督に努めております。

社外監査役 山 㟢 浩 一
就任後の取締役会に13回中13回、監査役会に14回中14回出席している他、
その他の重要な会議に出席し、主に金融・不動産分野における業務執行・経営
者としての観点から適宜必要な意見を述べております。

社外監査役 小 根 山 祐 二
就任後の取締役会に13回中11回、監査役会に14回中12回出席している他、
その他の重要な会議に出席し、主に弁護士としての専門的見地から適宜必要な
意見を述べております。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
東陽監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第１項に基づき、

会計監査人との間で責任限定契約を締結し
ており、当該契約に基づく損害賠償責任限
度額は、金５百万円または法令の定める最
低責任限度額のいずれか高い額となりま
す。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当社の会計監査人としての報酬等の額

68百万円
② 当社および当社子会社が支払うべき金
銭その他の財産上の利益の合計額

68百万円
（注）１．当社監査役会は、日本監査役協会が公表

する「会計監査人との連携に関する実務
指針」を踏まえ、過年度の監査計画にお
ける監査時間の実績および報酬額の推移
ならびに会計監査人の職務遂行状況を確
認し、当事業年度の監査計画および報酬
額の妥当性を検討した結果、会計監査人
の報酬等について会社法第399条第1項の
同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約にお
いて会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬の額を区分し
ておりませんので、この金額には金融商
品取引法に基づく監査の報酬等の額を含
めております。

(4) 非監査業務の内容
該当する事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の解任につきましては、会計

監査人が会社法第340条第1項各号に定める
いずれかの事由に該当した場合、監査役会
は監査役全員の同意により会計監査人を解
任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株
主総会におきまして、会計監査人を解任し
た旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職

務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘
案して、監査役会は会計監査人の解任また
は不再任に関する議案の内容を決定し、取
締役会は当該決定に基づき、当該議案を株
主総会に提案いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制
および運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制
当社は、業務の適正を確保するための体

制の整備について、取締役会決議により、
「内部統制システムの整備に関する基本方
針」を定めております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用
状況の概要
当社は、取締役会で決議した「内部統制

システムの整備に関する基本方針」に基づ
き、内部統制システムを整備して運用をし
ております。上記各体制の整備および運用
状況については継続的に調査し、取締役会
へ報告するとともに、調査の結果を踏まえ
て、より適切な内部統制システムの構築に
努めております。
①コンプライアンスに関する取組み
「不二サッシ・コンプライアンス行動規
範」「不二サッシ・コンプライアンス行
動基準」の社内規程を整備するととも
に、コンプライアンスへの理解を深め、
健全な職務執行を行う環境を整備するた
め当社グループの役員、使用人等を対象
としたコンプライアンステストを定期的
に実施しております。また、当社の内部
通報窓口である、「不二サッシ企業倫理
ホットライン」についても周知活動を継

続し、問題の早期発見と改善に努めてお
り、その運用・通報状況について取締役
会に報告を行っております。

②損失の危険の管理に関する取組み
重大なリスクが発生した場合は「緊急

対策検討委員会」を開催し、的確な対応
を速やかに決定しております。

③業務執行の適正および効率性の確保に関
する取組み
当社は、毎月開催される定例取締役会

のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催
し、業務執行の意思決定およびその監督
を有効に行っております。
また、取締役、執行役員および部門長

で構成される「経営会議」では意思決定
に至る検討に深度を加えております。
なお、社外取締役、社外監査役から

は、四半期毎に関係役員と意見交換会を
実施し、社外役員の方の意見を取り入れ
る機会を設け情報交換・認識共有を行い
企業価値向上を図っております。さらに
年に１度、取締役および監査役に対し
て、取締役会に対するアンケートを実施
し、取締役会の実効性に関する分析・評
価を行っております。
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④当社グループにおける業務の適正の確保
に関する取組み
関係会社は、関係会社管理規程に基づ

き、定められた重要な事項について承認
申請・報告を行う体制としているほか、
経営管理部企画グループ、監査部が定期
的に監査・指導を行っております。

⑤監査役監査の実効性の確保に関する取組
み
当社は、監査役会を設けており、原則

として月１回以上開催し、監査に関する
重要な事項の決議・報告・協議を行って
おります。また、監査役は各種会議への
出席や決裁書等の閲覧や、年２回の代表
取締役との意見交換会および各部門との
定期的な意見交換会を行うことにより、
監査の実効性を確保しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
＜備考＞本事業報告は、次により記載しております。

1． 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
なお、１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失は四捨五入により表示しております。

2． 千株単位の株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
3． 比率は四捨五入により表示しております。
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連結計算書類
連結貸借対照表 （2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) 86,185 (負 債 の 部) 60,416

流 動 資 産 45,671 流 動 負 債 36,763
現 金 及 び 預 金 14,176 支 払 手 形 及 び 買 掛 金

電 子 記 録 債 務
短 期 借 入 金
１年内償還予定の社債
リ ー ス 債 務
未 払 法 人 税 等
契 約 負 債
工 事 損 失 引 当 金
賞 与 引 当 金
そ の 他

7,552
2,203

15,422
3,360
384
313

3,981
353
362

2,829

売 掛 金 11,076
受 取 手 形 399
契 約 資 産 4,492
電 子 記 録 債 権 4,534
商 品 及 び 製 品 2,129
仕 掛 品 2,347
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 5,862
販 売 用 不 動 産 239
そ の 他 1,617
貸 倒 引 当 金 △1,203

固 定 資 産 40,513 固 定 負 債 23,653
有形固定資産 30,731 社 債 550
建 物 及 び 構 築 物 41,413 長 期 借 入 金 8,407

減価償却累計額及び減損損失累計額 △32,821 8,592 リ ー ス 債 務 951
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 39,431 繰 延 税 金 負 債 73

減価償却累計額及び減損損失累計額 △36,237 3,194 再評価に係る繰延税金負債 422
土 地 13,346 退 職 給 付 に 係 る 負 債 12,865
リ ー ス 資 産 3,329 資 産 除 去 債 務 62
減 価 償 却 累 計 額 △2,134 1,194 役 員 株 式 給 付 引 当 金 12

建 設 仮 勘 定 3,482 そ の 他 306
そ の 他 11,515 (純 資 産 の 部) 25,769
減価償却累計額及び減損損失累計額 △10,595 919 株 主 資 本 21,594

資 本 金 1,709
無形固定資産 1,074 資 本 剰 余 金 816
の れ ん 3 利 益 剰 余 金 19,139
そ の 他 1,070 自 己 株 式 △70

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

8,708
4,548

45
2,560
2,464
△910

その他の包括利益累計額 3,915
その他有価証券評価差額金 2,056
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 21
土 地 再 評 価 差 額 金 1,622
為 替 換 算 調 整 勘 定 △583
退職給付に係る調整累計額 797

非支配株主持分 259
資 産 合 計 86,185 負 債 及 び 純 資 産 合 計 86,185
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連結損益計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 101,470
売 上 原 価 84,751
売 上 総 利 益 16,719
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,941
営 業 利 益 2,778
営 業 外 収 益
受 取 利 息 34
受 取 配 当 金 154
電 力 販 売 収 益 136
保 険 配 当 金 167
受 取 賃 貸 料 87
為 替 差 益 241
そ の 他 123 945

営 業 外 費 用
支 払 利 息 373
電 力 販 売 費 用 106
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 57
支 払 手 数 料 120
そ の 他 269 927
経 常 利 益 2,796

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 93
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1
そ の 他 7 101

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1
減 損 損 失 30
固 定 資 産 解 体 費 用 2
固 定 資 産 圧 縮 損 7
災 害 に よ る 損 失 22
そ の 他 6 71
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,827
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 477
過 年 度 法 人 税 等 170
法 人 税 等 調 整 額 137 785
当 期 純 利 益 2,042
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 9
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,032
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連結株主資本等変動計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合 計

当 期 首 残 高 1,709 816 17,422 △14 19,933
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △315 △315
親会社株主に帰属する当期純利益 2,032 2,032
自己株式の取得 △56 △56

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − 1,717 △56 1,660
当 期 末 残 高 1,709 816 19,139 △70 21,594

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価

差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 1,539 ２ 1,635 △531 790 3,436 221 23,591
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △315
親会社株主に帰属する当期純利益 2,032
自己株式の取得 △56

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 516 19 △13 △51 7 478 38 516

当 期 変 動 額 合 計 516 19 △13 △51 7 478 38 2,177
当 期 末 残 高 2,056 21 1,622 △583 797 3,915 259 25,769



23

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

不二サッシ株式会社
取 締 役 会 御 中

東陽監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 林 弥
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 大 山 昌 一
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 林 隆 二

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、不二サッシ株式会社の2025年４月１日から2026年３月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、不二サッシ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監
督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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計算書類
貸借対照表 （2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) 57,091 (負 債 の 部) 38,367

流 動 資 産 19,198 流 動 負 債 21,409
現 金 及 び 預 金 3,676 支 払 手 形 4
受 取 手 形 185 電 子 記 録 債 務 769
電 子 記 録 債 権 3,972 買 掛 金 4,124
契 約 資 産 2,889 短 期 借 入 金 4,800
売 掛 金 3,311 １ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 3,360
商 品 及 び 製 品 1,086 １年内返済予定の長期借入金 3,359
仕 掛 品 747 リ ー ス 債 務 259
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 384 未 払 金 269
販 売 用 不 動 産 239 未 払 費 用 754
前 払 費 用 323 未 払 法 人 税 等 62
短 期 貸 付 金 2,172 契 約 負 債 2,774
未 収 入 金 1,048 預 り 金 293
立 替 金 142 前 受 収 益 17
そ の 他 126 工 事 損 失 引 当 金 12
貸 倒 引 当 金 △1,109 賞 与 引 当 金 341

資 産 除 去 債 務 89
そ の 他 116

固 定 資 産 37,892 固 定 負 債 16,957
有形固定資産 20,482 社 債 550
建 物 25,208 長 期 借 入 金 8,843
減価償却累計額及び減損損失累計額 △19,347 5,861 リ ー ス 債 務 704

構 築 物 2,130 役 員 株 式 給 付 引 当 金 12
減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,835 294 退 職 給 付 引 当 金 6,641

機 械 及 び 装 置 7,842 資 産 除 去 債 務 30
減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,562 1,279 そ の 他 176

車 両 運 搬 具 48
減価償却累計額及び減損損失累計額 △47 1

工 具、 器 具 及 び 備 品 5,121
減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,878 243

土 地 8,636
リ ー ス 資 産 2,708
減 価 償 却 累 計 額 △1,846 861

建 設 仮 勘 定 3,305
無形固定資産 984 (純 資 産 の 部) 18,723
ソ フ ト ウ エ ア 407 株 主 資 本 17,161
そ の 他 577 資 本 金 1,709
投資その他の資産 16,425 資 本 剰 余 金 791
投 資 有 価 証 券 3,337 資 本 準 備 金 791
関 係 会 社 株 式 10,353 利 益 剰 余 金 14,731
長 期 貸 付 金 1,332 そ の 他 利 益 剰 余 金 14,731
敷 金 及 び 保 証 金 259 繰 越 利 益 剰 余 金 14,731
破 産 更 生 債 権 等 483 自 己 株 式 △70
繰 延 税 金 資 産 1,160 評価・換算差額等 1,562
そ の 他 321 その他有価証券評価差額金 1,540
貸 倒 引 当 金 △824 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 21

資 産 合 計 57,091 負 債 及 び 純 資 産 合 計 57,091
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損益計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 49,035
売 上 原 価 42,520
売 上 総 利 益 6,514
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,913
営 業 利 益 601
営 業 外 収 益
受 取 利 息 23
受 取 配 当 金 1,560
保 険 配 当 金 83
受 取 賃 貸 料 516
電 力 販 売 収 益 136
そ の 他 95 2,415

営 業 外 費 用
支 払 利 息 277
賃 貸 費 用 496
電 力 販 売 費 用 106
貸 倒 引 当 金 繰 入 20
支 払 手 数 料 120
そ の 他 117 1,138

経 常 利 益 1,878
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1
固 定 資 産 売 却 益 87
そ の 他 3 92

特 別 損 失
減 損 損 失 11
固 定 資 産 解 体 費 用 2
子 会 社 株 式 評 価 損 164
そ の 他 10 188
税 引 前 当 期 純 利 益 1,782
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △126
過 年 度 法 人 税 等 115
法 人 税 等 調 整 額 15 4
当 期 純 利 益 1,777
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株主資本等変動計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越

利益
剰余金

当 期 首 残 高 1,709 791 791 13,268 13,268 △14 15,756
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △315 △315 △315
当 期 純 利 益 1,777 1,777 1,777
自己株式の取得 △56 △56

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − − 1,462 1,462 △56 1,405
当 期 末 残 高 1,709 791 791 14,731 14,731 △70 17,161

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 1,232 2 1,234 16,990
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △315
当 期 純 利 益 1,777
自己株式の取得 △56

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 308 19 327 327

当 期 変 動 額 合 計 308 19 327 1,733
当 期 末 残 高 1,540 21 1,562 18,723
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

不二サッシ株式会社
取 締 役 会 御 中

東陽監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 林 弥
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 大 山 昌 一
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 林 隆 二

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、不二サッシ株式会社の2025年４月１日から2026年

３月31日までの第45期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第45期事業年度における取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１） 監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（２） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の計画に従い、取締役、内部監査
部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び東陽監査法人から当該内部統制の評価及

び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2． 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。なお、財務報告に係る内部統制の評価及び監査は未了です。
また、事業報告に記載のとおり、当社は公正取引委員会より下請代金支払遅延防止法（現：中小受

託取引適正化法）に基づく勧告を受けました。監査役会は、同法違反の再発防止に向けた取り組みに
ついて、注視してまいります。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2026年5月21日

不二サッシ株式会社 監査役会
常勤監査役 吉 原 和 仁 ㊞
社外監査役 山 㟢 浩 一 ㊞
社外監査役 小根山 祐 二 ㊞

以 上



事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで
定時株主総会 毎年６月に開催
期末配当基準日 ３月31日
中間配当基準日 ９月30日
その他の基準日 上記の他、必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
および特別口座の 三井住友信託銀行株式会社
口座管理機関

( )郵送物送付先
お 問 合 せ 先

〒168−0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
TEL.0120−782−031（フリーダイヤル）

単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公

告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
公告掲載URL https://www.fujisash.co.jp/

不二サッシ株式会社
〒212−0058
神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目１番２号 Tel.（044）520−0034


